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は
じ
め
に

合
衆
国
憲
法
修
正
四
条
は
、
捜
索
ま
た
は
差
押
の
着
手
以
前
に
適
式
な

(
1
)
 

令
状
を
得
る
こ
と
を
捜
査
官
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
必
ず
し

も
全
て
の
捜
索
お
よ
び
差
押
が
、
こ
の
令
状
主
義
に
服
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
実
際
に
は
種
々
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
例
外
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
テ
リ

l
事
件
判
決
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
、
「
停
止
お
よ
び

(
2
)
 

捜
検
(
忠
告
自
己
主
尖
)
」
の
例
外
が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
テ
リ

l
捜
検
は
、
犯
罪
捜
査
に
あ
た
る
捜

査
官
の
安
全
担
保
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
証
拠
収
集
の
た
め
に

行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
テ
リ

l
捜
検
の
か
か
る
性
質
は
、
テ
リ

i
判

〔

qu-

決
の
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
・
ヶ

l
ス
で
あ
る
サ
イ
ブ
ロ
ン
事
件
判
決
が
、
禁
制

品
の
発
見
を
目
的
と
す
る
無
令
状
で
の
身
体
捜
検
を
違
憲
と
し
た
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
テ
リ

l
捜
検
の
適
法

な
実
施
中
に
偶
発
的
に
発
見
さ
れ
た
禁
制
品
等
に
つ
い
て
ま
で
、
一
律
に

そ
の
差
押
を
禁
ず
る
こ
と
も
ま
た
不
合
理
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ま

で
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
か
か
る
禁
制
品
等
の
差
押
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ

き
、
や
は
り
令
状
主
義
の
一
例
外
で
あ
る
、
「
プ
レ
イ
ン
・
ピ
ュ

i
法
理

(
4
)
 

(
三
担
当
〈
足
当
号
円
豆
口
市
)
」
を
適
用
し
て
解
決
を
は
か
つ
て
き
た
。

そ
し
て
近
時
、
テ
リ

l
捜
検
中
に
発
見
さ
れ
た
禁
制
品
の
無
令
状
差
押

に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
新
し
い
例
外
が
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九

(5) 

九
三
年
六
月
に
下
さ
れ
た
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
判
決
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
プ

(
6
)
 

レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
(
立
国
百
岡
市
己
号
円

5
5
)」
が
、
初
め
て
明
示

的
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

北法46(4・230)964

プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

1
ル
法
理
と
は
、
警
察
官
が
自
ら
の
「
手
の
触
覚

(帥吉田市
D

ご
0
5
F
)
」
に
基
づ
い
て
感
知
・
発
見
し
た
禁
制
品
等
に
つ
き
、

一
定
の
要
件
の
下
で
無
令
状
差
押
を
行
う
こ
と
を
認
め
よ
う
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
用
い
ら
れ
る
知
覚
的
認
識
作
用
に
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
プ

レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
と
は
、
よ
う
す
る
に
、
プ
レ
イ
ン
・
ピ
ュ

l
法

理
の
一
類
型
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
判
決
以
前
に
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理

を
す
で
に
採
用
し
て
い
る
州
お
よ
び
合
衆
国
下
級
裁
判
所
が
少
な
か
ら
ず

(7) 

存
在
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
立
場
も
ま
た
有
力
で

(8) 

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
最
高
裁
が
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理

の
採
用
を
初
め
て
明
示
的
に
承
認
し
た
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
言

え
、
ま
た
そ
れ
だ
け
に
、
同
裁
判
所
が
、
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
判
決
に
お
い
て
、

い
か
な
る
理
論
構
成
を
行
っ
て
い
る
の
か
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

他
方
、
新
し
い
法
理
は
、
実
務
に
お
け
る
解
釈
適
用
の
積
み
重
ね
を
通
じ

て
磨
か
れ
、
定
着
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
イ
|
ル

法
理
の
真
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
デ
ィ
カ

1
ソ
ン
判
決
後
の
実
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務
の
運
用
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
判
決
が

下
さ
れ
て
か
ら
い
ま
だ
日
は
浅
く
、
裁
判
例
の
十
分
な
蓄
積
が
あ
る
と
は

一
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
参
照
し
う
る
若
干
の
関
連
諸
判

例
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
行
方

に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
方
向
性
は
読
み
取
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
ま
ず
、
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
判

決
お
よ
び
同
判
決
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ
!
ル
法
理
の
意

義
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
、
次
に
、
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
判
決
以
後
に
下
さ
れ

た
下
級
裁
判
所
の
諸
判
例
が
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
適
用
し
て
い
る
か
に
つ
き
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

【註】
(1)
合
衆
国
憲
法
修
正
四
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
不
合
理
な

捜

索

お

よ

び

逮

捕

・

差

押

(
5
2
8
0
E
U
Z
Z
R岳
g

g品

目

2
2
2日
)
に
対
し
、
身
体
、
住
居
、
書
類
お
よ
び
所
持
口
聞
の
安
全

を
担
保
さ
れ
る
権
利
は
、
こ
れ
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
令
状

は
全
て
、
宣
誓
ま
た
は
確
約

(
S
S
負
担
区
『
自
主

g)
に
よ
っ
て

支
持
さ
れ
た
相
当
な
理
由
(
司
『
D
E
E
m
円
富
田
内
)
に
基
づ
き
発
付
さ

れ
、
か
つ
捜
索
す
べ
き
場
所
お
よ
び
逮
捕
・
差
押
す
べ
き
人
ま
た

は
物
を
特
定
明
示
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

(
2
)
叶
内
円
『
可
〈
-
O
F
H
0
・
ω
ω
N
C目

ω
'
H
(
5
2
)
・
テ
リ
l
事
件
な
ら
び

に
停
止
お
よ
び
捜
検
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
田
宮
裕
『
捜

査
の
構
造
』
(
一
九
七
一
年
)
八

O
頁
以
下
、
渡
辺
修
『
職
務
質
問

の
研
究
』
(
一
九
八
五
年
)
一
五

O
頁
以
下
、
島
伸
一
『
捜
索
・
差

押
の
理
論
』
(
一
九
九
四
年
)
三
七
頁
、
四
二

i
四
四
頁
、
ロ
ラ
ン

ド

v.
デ
ル

H
カ
1
メ
ン
・
佐
伯
千
偲
監
修
・
シ
ル
ピ
ア
H
ブ
ラ

ウ
ン
浜
野
協
力
・
樺
島
正
法
・
鼎
博
之
共
訳
『
ア
メ
リ
カ
刑
事
手

続
法
概
説
』
(
一
九
九
四
年
)
一
一
一
一
一
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

(
3
)
ω
-
U「。ロ〈・

2
9弓
吋
O

『宵一司巾門巾『帥〈・

2
巾耳
J

円。「}デ

ω匂
N
C
-
∞目
A
H
{
)

(]戸。。∞)・

(
4
)
プ
レ
イ
ン
・
ビ
ュ

l
法
理
が
初
め
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
ク
ー

リ
ッ
ジ
判
決

(noc--
身
巾
〈

Z
巾
垣
間
曲
目
宮
E
3・品
(}ωC-
∞-
t
ω

(
5
2
乙
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
テ
リ

i
捜
検
と
プ
レ
イ
ン
・

ビ
ュ

1
法
理
を
組
み
合
わ
せ
た
の
は
、
ロ
ン
グ
判
決

(
E
n
E包
ロ

〈
F
O
口問・品ー⑦
ω
C
-
∞
H
C
ω
N
(岡
山
V

∞ω
乙
で
あ
る
。
プ
レ
イ
ン
・
ピ

ュ
l
法
理
の
発
展
と
変
遷
に
つ
い
て
は
、
島
伸
一
「
ア
メ
リ
カ
捜

査
法
研
究

(
3
)
・
完
」
北
海
学
園
法
学
研
究
二
五
巻
一
号
(
一
九

八
九
年
)
一
七
一
頁
以
下
、
同
・
前
掲
書
一
一
一
一
頁
以
下
、
ヵ
l

メ
ン
・
前
掲
書
二
五
六
頁
以
下
、
酒
巻
匡
「
い
わ
ゆ
る
『
緊
急
差
押
』

に
つ
い
て
」
内
藤
古
希
祝
賀
(
一
九
九
四
年
)
四
一
二
一
頁
以
下
な

ど
を
参
照
。

(
5
)
ζ
5
5
8
g
〈
百
円

r
q
g
p
l
c
∞

-HHω

∞・
9
N
5
0

(

同

市

w
m
w
ω
)
・

jヒ法46(4・231)965 
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(
6
)
プ
レ
イ
ン
・
タ
ッ
チ

G
E
E
S
5
E
)
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

(
7
)
山町戸

m-
同

-
C
E
Z巳

ω
g丹
市
出
〈
(
リ
D
]
町出回出回
y
m
w
m山山
W
H
Y
N巳

H
N
。

(わ〉印

Hmw
匂
N)
一
C
E
丹市己

ω
g一
吉
田
〈
・
∞
色
白
N

回同
J
h
w
品
印
司
・

N
己
品
斗

(

(

V

〉
N
H
U
m
w
H
Y
円巾
H
A
・
ι閉口戸市内
r
H
H
N
m
-
n円・印
ω

(

]

{

句。
N)
一
C
E
Z門目

的

g
丹
市
凶
〈
-
∞
ロ
円
『
E
ロロ
c
p
∞
斗
∞
司
・

N
品
回
。
。
印
(

(

U

〉
∞
同
匂
∞
ゆ
)
一

C
E色

丹
市
島
∞
E
冊
目
〈
ぎ

]-55・∞
N
N
司
-
N
己
H
H
Z
(
呂
∞
叶
)
一

C

E

E

ω門白押巾凹〈・

zoコ
回
目
ロ
・
叶
O
]
戸司・

N
仏

N
M
V
印
(

(

U

〉
k
H
)

噂
門
市
立
・
島
内
ロ
克
也
-

A
H

め
品
C
-
∞
∞
N
O
(
]
戸mw
∞
ω
)

一司巾
D
U
Z

〈・

(
U
F
回〈巾『タ

ω
ω
(
U
E戸

ω
己

主
N
(
円。∞
ω)
一∞

g
丹
市
〈
目
。
ミ
-
S
N
z
t弓

2
2
H
(
E
S
)

(
8
)
さ
し
あ
た
り
、

ω
g丹市〈

OHnrag-hH∞
H

Z

巧

N
B

∞品(}

(呂ロ=・

5
m
w
N
)

を
参
照
。
こ
れ
は
、
巴
呉
市
「
回
o
p
-
-
ω

∞・

0
・

NHω
。
の
原
審
で
あ
り
、
触
覚
の
信
頼
性
の
低
さ
お
よ
び
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
侵
害
度
の
高
さ
に
対
す
る
懸
念
を
主
た
る
根
拠
と
し
て
、

プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
採
用
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
あ

る。

プ
レ
イ
ン

フ
ィ

l
ル
法
理
の
成
立

-

デ

ィ

カ

1
ソ

ン

事

件

数

事
件
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
八
九
年
十
一
月
九
日
二

O
時
過
ぎ
、
パ
ト
ロ
ー
ル
・
カ
ー
で
巡
回

中
の
ロ

i
ズ
ら
二
名
の
警
察
官
が
、
麻
薬
密
売
所
と
し
て
知
ら
れ
る
建
物

か
ら
出
て
く
る
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
を
発
見
し
た
。
ロ
ー
ズ
は
、
以
前
そ
の
建

物
で
麻
薬
や
武
器
を
差
し
押
さ
え
た
経
験
が
あ
っ
た
。
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
は

ロ
l
ズ
ら
の
方
向
に
歩
き
始
め
た
が
、
ロ
ー
ズ
と
目
が
合
う
と
方
向
転
換

し
路
地
へ
入
っ
た
。
ロ
ー
ズ
は
、
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
の
一
連
の
行
動
に
強
い

不
審
の
念
を
抱
い
た
の
で
、
質
問
を
行
う
た
め
に
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
を
停
止

さ
せ
た
。
武
器
の
所
持
も
疑
わ
れ
た
の
で
、
質
問
に
先
立
っ
て
テ
リ

l
捜

検
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
武
器
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
薄
い
ナ
イ
ロ
ン

製
の
上
着
の
ポ
ケ

y
ト
に
小
さ
な
ふ
く
ら
み
が
感
知
さ
れ
た
。
ロ
ー
ズ
は
、

着
衣
の
上
か
ら
ふ
く
ら
み
に
手
を
触
れ
、
動
か
し
、
ま
さ
ぐ
る
な
ど
し
て

そ
の
感
触
を
確
か
め
た
後
に
、
そ
れ
を
ク
ラ

y
ク
・
コ
カ
イ
ン
(
口

E
n
r

(2) 

8
2
5巾
)
で
あ
る
と
判
断
し
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
内
容
物
を
取
り
出
し
た
。

す
る
と
、
こ
れ
は
ク
ラ
ッ
ク
・
コ
カ
イ
ン

0
・
二
グ
ラ
ム
を
内
包
し
た
錠

剤
大
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
袋
で
あ
っ
た
。
デ
イ
カ

1
ソ
ン
は
逮
捕
さ
れ
、

禁
制
品
不
法
所
持
罪

5
8
2
g
g口
口
町
担

B
E
E
-
-
E
g
g
g宮
市
)
で
起

訴
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
カ

1
ソ
ン
は
、
右
差
押
手
続
の
違
法
を

訴
え
て
証
拠
排
除
を
求
め
た
。

最
終
的
に
、
事
件
は
合
衆
国
最
高
裁
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
同
裁
判
所
は
、

初
め
て
正
面
か
ら
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
採
否
に
つ
い
て
判
断
を

(3) 

求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
判
旨
は
以
下
の
と
お

北法46(4・232)966

り
で
あ
る
。
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(
一
)
テ
リ

1
原
則
に
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
活
動
中
の
警
察
官
が
、
(4) 

手
の
触
覚
に
基
づ
い
て
武
器
以
外
の
禁
制
品
を
感
知
・
発
見
し
た
場
合
に

も
、
視
覚
に
よ
る
場
合
す
な
わ
ち
プ
レ
イ
ン
・
ピ
ュ

l
法
理
の
下
で
の
発

(5) 

見
に
準
じ
て
、
当
該
禁
制
品
の
無
令
状
差
押
が
許
さ
れ
る
。

(
二
)
た
だ
し
、
本
件
の
具
体
的
な
事
案
へ
の
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル

法
理
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
否
定
し
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
ク
ラ

ッ
ク
・
コ
カ
イ
ン
の
証
拠
排
除
を
命
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
件
に
お
け
る

手
の
触
覚
に
よ
る
禁
制
品
の
感
知
・
発
見
は
、
テ
リ

l
捜
検
の
法
的
限
界

(6) 

内
で
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
対
象
物

の
帰
責
的
性
質

(
E
g
g
-
E
E四
円

F
R
R
5・
)
は
、
警
察
官
に
と
っ
て

(
7
)
 

直
ち
に
明
ら
か
(
呂
自

E
E昼
、
若
宮
『

gH)
で
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

2
.
デ
イ
カ

i
ソ
ン
の
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理

こ
れ
ま
で
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
採
否
す
な
わ
ち
手
の
触
覚

へ
の
プ
レ
イ
ン
・
ビ
ュ

1
法
理
の
類
推
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
州
お

(8) 

よ
ぴ
合
衆
国
下
級
裁
判
所
の
聞
で
争
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
プ
レ
イ
ン
・

フ
ィ

1
ル
反
対
論
の
根
拠
は
、
よ
う
す
る
に
次
の
二
点
に
求
め
ら
れ
る
。

第
一
に
、
触
覚
は
視
覚
と
比
較
し
て
本
来
的
に
信
頼
性
が
低
い
こ
と
で
あ

り
、
第
二
に
、
触
覚
は
視
覚
よ
り
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
度
が
高
い
こ
と

(
9
)
 

で
あ
る
。
デ
イ
カ

l
ソ
ン
判
決
は
、
こ
の
二
点
に
ど
う
答
え
て
い
る
の
か
。

以
下
、
こ
の
間
題
の
検
討
を
通
じ
て
、
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
の
プ
レ
イ
ン
・
フ

ィ
l
ル
法
理
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
触
覚
の
信
頼
性
い
か
ん
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
確
か
に
社
会
通

念
上
、
触
覚
の
信
頼
性
が
視
覚
の
そ
れ
に
劣
る
こ
と
は
真
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
テ
リ

l
原
則
が
捜
検
に
よ
る
武
器
の
感
知
・
発
見
さ
ら

に
は
そ
の
差
押
を
許
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
「
手
の
触
覚
に
よ
っ

て
も
、
差
押
を
支
持
す
る
に
足
る
十
分
な
信
頼
性
を
も
っ
て
対
象
物
の
帰

(
日
)

責
的
性
質
を
看
破
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

つ
ま
り
、
差
押
に
必
要
な
「
相
当
な
理
由
(
司
「
O
Z
Z巾
門
出
己
目
巾
)
」
は
、
手

の
触
覚
に
よ
っ
て
も
獲
得
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

よ
う
に
理
解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
相
当
な
理
由
の
基
準
が
低
め
ら
れ
る

(
日
)

わ
け
で
は
な
い
。
差
押
の
可
否
は
相
当
な
理
由
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
さ

れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
相
当
な
理
由
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、

視
覚
と
手
の
触
覚
の
信
頼
性
の
差
異
を
根
拠
に
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法

理
の
是
非
を
論
じ
て
も
無
意
味
で
あ
る
。
か
か
る
文
脈
に
お
い
て
は
、
手

の
触
覚
の
信
頼
性
の
低
さ
は
、
せ
い
ぜ
い
、
「
警
察
官
が
可
視
的
で
な
い

ヴ

d

禁
制
口
聞
の
差
押
を
正
当
化
す
る
可
能
性
が
相
対
的
に
低
い
こ
と
を
示
す
に
川

(

ロ

)

刊

日

過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
の
触
覚
の
信
頼
性
の
相
対
的
必an
T
 

な
低
さ
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ
1

ル
法
理
排
斥
の
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
。
似

次
に
プ
ラ
イ
パ
ン

l
侵

害

の

程

度

に

つ

い

て

で

あ

る

。

一

山

一
般
論
と
し
て
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は
、
身
体
へ
の
直
接
的
な
接
触
が
、
視
覚
に
よ
る
観
察
と
比
較
し
て
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
程
度
が
高
い
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
反
対
論
の
主
張
は
正
し
い
。
し
か
し
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l

ル
法
理
の
採
否
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
視
覚
お
よ
び
触
覚
に
付
随
す

る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
度
の
直
裁
な
比
較
、
い
わ
ば
両
者
の
裸
の
比
較
を

す
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
レ
イ
ン
・
ビ
ュ

l
法
理
に
せ
よ
プ
レ

イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
問
題
と
な
る
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
侵
害
(
一
方
は
観
察
、
他
方
は
身
体
接
触
)
は
、
ま
え
も
っ
て

適
法
な
手
段
で
関
か
れ
て
い
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
で
に
捜
検
の
適
法
な

着
手
が
な
さ
れ
一
定
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
開
披
さ
れ
て
い
る
状
況
下
で
、

か
つ
問
題
と
さ
れ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
程
度
が
、
そ
の
開
披
さ
れ
た

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
触
覚
に
よ
る
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
侵
害
度
と
視
覚
に
よ
る
そ
れ
と
の
差
異
を
直
裁
に
比
較
し
て
も

(
日
)

無
意
味
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
下
で
は
、
手
の
触
覚
は
「
プ
ラ
イ
パ

(
比
)

シ
l
に
対
す
る
さ
ら
な
る
侵
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
」
。
し
た
が

っ
て
、
視
覚
と
触
覚
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
度
の
差
異
も
、
プ
レ
イ
ン
・

フ
ィ

l
ル
法
理
排
斥
の
論
拠
と
は
な
り
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
手
の
触
覚
へ
の
プ
レ
イ
ン
・
ビ
ュ

l
法
理
の
類
推
適
用

す
な
わ
ち
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
承
認
は
、
極
め
て
常
識
的
な
判

(
日
)

断
の
結
果
で
あ
っ
た
と
言
え
、
相
当
な
理
由
の
基
準
の
引
き
下
げ
、
あ
る

い
は
無
令
状
捜
索
権
限
の
拡
張
な
い
し
新
設
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し

て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
、
相
当
な
理
由
の
獲
得
手

段
と
し
て
、
す
で
に
プ
レ
イ
ン
・
ピ
ュ

l
法
理
お
よ
び
プ
レ
イ
ン
・
オ
ド

(
日
)

ア
法
理
(
匂

g
g
o号
吋
己
申
円
三
口
内
)
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る

な
ら
ば
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

1
ル
法
理
の
承
認
は
、
先
例
の
流
れ
に
そ
っ

(口)

た
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
、
と
も
評
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
の
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ
!
ル
法
理
に
よ
っ
て
、

警
察
官
が
対
象
者
の
身
体
に
対
し
て
適
法
に
テ
リ

1
捜
検
を
行
っ
て
い
る

問
に
、
何
ら
か
の
対
象
物
を
手
の
触
覚
に
よ
っ
て
感
知
し
、
そ
の
対
象
物

が
明
ら
か
に
武
器
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
よ
り
以
前
に
、
そ
れ
が
禁

制
品
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
対
象
物
の
帰

責
的
性
質
が
直
ち
に
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
無
令
状
で
差
し
押
さ

え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

北法46(4・234)968

3
.
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
適
用
に
あ
た
っ
て
の
問
題
点

こ
こ
ま
で
の
分
析
に
よ
っ
て
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

1
ル
法
理
の
何
た
る

か
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。
理
論
上
は
、
市
民
の
人
権
に
新
た
な
侵
害
を
も

た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
務
上
は
、

(
問
)

警
察
官
ら
が
こ
の
法
理
を
濫
用
し
、
本
来
は
許
さ
れ
な
い
無
令
状
捜
索
の



合衆国における「プレイン・フィール法理」の成立と展開

正
当
化
を
試
み
る
危
険
性
は
高
い
と
一
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
下
、
か
か

る
濫
用
の
危
険
が
生
ず
る
理
由
に
つ
き
、
プ
レ
イ
ン
・
ビ
ュ

1
差
押
と
比

較
し
つ
つ
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

(
日
)

た
と
え
ば
、
ヒ
ッ
ク
ス
事
件
で
は
、
銃
器
の
捜
索
中
に
発
見
さ
れ
た
盗

品
の
ス
テ
レ
オ
・
セ
ッ
ト
の
差
押
が
、
プ
レ
イ
ン
・
ピ
ュ

l
差
押
と
し
て

は
許
容
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
プ
レ
イ
ン
・
ビ
ュ

l

法
理
の
下
で
認
め
ら
れ
る
の
は
、
す
で
に
適
法
に
関
披
さ
れ
た
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
範
囲
内
に
お
け
る
視
覚
に
よ
る
感
知
・
発
見
に
限
ら
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
差
押
を
行
っ
た
警
察
宮
は
、
ス
テ
レ
オ
・
セ
ッ
ト
の
製

造
番
号
を
調
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
ス
テ
レ
オ
・
セ
ッ
ト
に
手
を
触
れ
、
動

か
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ス
テ
レ
オ
・
セ
ッ
ト
が
盗
品
で
あ
る
と

信
ず
る
相
当
な
理
由
、
す
な
わ
ち
そ
の
製
造
番
号
と
い
う
情
報
が
獲
得
さ

れ
る
以
前
に
、
視
覚
に
よ
る
観
察
と
は
異
な
る
、
手
で
の
接
触
と
い
う
新

た
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
が
犯
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
デ
ィ

ヵ
!
ソ
ン
事
件
で
差
押
を
行
っ
た
警
察
官
は
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
最
初
に
触
れ

た
時
点
で
は
、
対
象
物
を
「
錠
剤
程
度
の
サ
イ
ズ
の
小
さ
な
ふ
く
ら
み
」

と
認
識
し
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
禁
制
品
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
わ
け
で

(
初
)

は
な
か
っ
た
。
同
様
に
、
武
器
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い

(
幻
)

な
い
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
大
き
き
の
物
が
武
器
で
あ
る
は
ず
が
な

ぃ
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
時
点
で
テ
リ

1
捜
検
は
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら

(
幻
)

な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警
察
官
は
、
さ
ら
に
ふ
く
ら
み
に

「
触
れ
、
動
か
し
、
ま
さ
ぐ
る
」
な
ど
し
た
後
に
、
こ
れ
を
ク
ラ
ッ
ク
・

(
お
)

コ
カ
イ
ン
と
確
信
し
取
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法

理
に
よ
れ
ば
、
手
の
触
覚
に
よ
っ
て
も
対
象
物
の
帰
責
的
性
質
を
判
断
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
か
る
判
断
は
、
ま
え
も
っ
て
適
法

に
開
披
さ
れ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
範
関
内
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

テ
リ

1
捜
検
終
了
後
に
行
わ
れ
た
こ
の
接
触
は
、
す
で
に
関
披
さ
れ
て
い

る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
は
別
個
の
、
新
た
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
す
る
侵
害

を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
接
触
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
相
当

な
理
由
に
基
づ
く
差
押
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
差
押
と
し
て
は
認
め

(μ) 

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
プ
レ
イ
ン
・
ピ
ュ

l
法
理
も
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法

理
も
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
警
察
官
が
差
押
対
象
物
を
禁
制
品
と
信
ず
る

に
足
る
相
当
な
理
由
を
得
た
時
期
の
正
確
な
判
断
を
求
め
て
い
る
点
は
同

じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ
レ
イ
ン
・
ビ
ュ

l
差
押
で
は
、
警
察
官

が
、
ま
え
も
っ
て
付
与
さ
れ
た
権
限
を
逸
脱
し
た
時
点
は
比
較
的
明
確
だ

と
言
え
る
の
に
対
し
て
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
差
押
に
お
い
て
は
、
こ

れ
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
手
の
触
覚
に
よ
る
感
知
の
場
合
に
は
、

禁
制
口
聞
の
感
知
に
至
る
直
前
ま
で
適
法
な
捜
検
と
同
種
の
知
覚
的
認
識
作

北法46(4・235)969
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用
が
用
い
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
適
否
の
限
界
を
事
後
的
に
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
、
視
覚
に
よ
る
禁
制
品
の
発
見
と
比
較
し
て
困
難
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
濫
用
の
危
険
性
も
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

合
衆
国
最
高
裁
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
を
理
論
的
に
は
認
め

な
が
ら
、
デ
ィ
カ

1
ソ
ン
事
件
の
事
実
に
つ
い
て
は
そ
の
適
用
を
見
合
わ

せ
た
。
こ
れ
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
適
否
の
判
断
に
あ
た
っ

て
は
、
極
め
て
慎
重
に
、
懐
疑
的
に
す
ら
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
断

(
お
)

基
準
を
、
下
級
裁
判
所
に
対
し
て
宣
言
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
判
断
は
、
相
当
な
困
難
を
伴
う
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
行
方
は
、
同
法
理
に
つ
い
て

の
警
察
官
に
よ
る
正
確
な
理
解
と
真
撃
な
運
用
、
そ
し
て
裁
判
所
に
よ
る

そ
の
運
用
に
対
す
る
慎
重
な
判
断
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と

(
お
)

に
な
る
。

{註】
(
1
)
デ
ィ
カ

1
ソ
ン
事
件
判
決

(
E
E
g
o
g
〈
宮
内

r
q
gロ-
H
H
ω

ω
9・
N
E
O
(
5
8
)
)
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
島
伸
一
・
稲
田

隆
司
「
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
が
合
衆
国
最
高
裁
判
所
に
よ

り
認
め
ら
れ
た
事
例
」
ア
メ
リ
カ
法
(
一
九
九
五
年
・
掲
載
予
定
)

を
参
照
。

(
2
)
結
晶
状
に
煮
詰
め
た
中
毒
性
の
強
い
高
純
度
の
炭
酸
コ
カ
イ
ン

で
、
黄
色
が
か
っ
た
白
色
を
お
び
、
固
形
石
鹸
に
似
て
い
る
。
そ

の
製
造
方
法
は
容
易
で
、
塩
酸
コ
カ
イ
ン
に
重
曹
お
よ
び
水
を
加

え
て
ペ
ー
ス
ト
状
に
し
、
そ
れ
を
乾
燥
し
て
小
粒
に
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
安
価
で
携
帯
に
適
し
、
パ
イ
プ
吸
引
の
方
法
を
と

る
た
め
注
射
器
使
用
に
よ
る
H
I
V
等
へ
の
感
染
の
危
険
が
な
く
、

即
効
性
が
あ
り
強
力
な
陶
酔
感
を
得
ら
れ
る
な
ど
の
理
由
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
で
近
年
流
行
し
て
い
る
。
通
常
、
密
売
所
や
路
上
で
、

小
さ
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
に
封
入
し
て
売
買
さ
れ
る
。
ア
メ
リ

カ
の
薬
物
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
上
原
正
夫
寸
悪
化

す
る
ア
メ
リ
カ
の
麻
薬
禍
と
そ
の
対
策
」
判
タ
六
二
六
号
(
一
九

八
七
年
)
六
八
頁
以
下
、
薬
物
情
勢
研
究
会
「
諸
外
国
に
お
け
る

薬
物
対
策
の
概
況
①
」
警
察
時
報
四
二
巻
十
一
号
(
一
九
八
七
年
)

三
八
頁
以
下
、
薬
物
問
題
研
究
会
「
諸
外
国
に
お
け
る
薬
物
乱
用

の
現
状
(
一
ご
警
察
公
論
四
二
巻
十
一
号
(
一
九
八
七
年
)
四
八

頁
以
下
、
田
村
雅
幸
「
ア
メ
リ
カ
の
薬
物
問
題
」
犯
罪
社
会
学
研

究
一
三
号
(
一
九
八
八
年
)
一
七
七
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

(
3
)
法
廷
意
見
の
執
筆
は
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
ス

テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
、
オ
コ
ナ
、
ス
カ
リ
ァ
、
ケ
ネ
デ
ィ
、
そ
し
て
ス

l

タ
裁
判
官
が
参
加
し
て
い
る
。
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
は
、
テ
リ
l
捜

検
の
合
憲
性
そ
の
も
の
に
疑
問
を
提
示
す
る
旨
の
補
足
意
見
を
提

出
し
、
レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
長
官
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理

を
是
認
し
た
上
で
、
破
棄
差
戻
を
主
張
す
る
一
部
反
対
意
見
を
提
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合衆国における「プレイン・フィール法理Jの成立と展開

出
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
一
部
反
対
意
見
に
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ

ン
お
よ
び
ト

i
マ
ス
裁
判
官
が
参
加
し
て
い
る
。

(
4
)
デ
イ
カ

l
ソ
ン
事
件
そ
の
も
の
は
、
テ
リ

1
捜
検
中
に
お
け
る

禁
制
品
の
発
見
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
合
衆
国
最
高

裁
は
、
「
何
ら
か
の
適
法
な
捜
索
の
問
に
手
の
触
覚
を
通
じ
て
禁
制

口
山
を
発
見
し
た
場
合
に
L

(

巳
N
H
ω

叶
)
と
い
う
文
言
も
用
い
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
リ
l
捜
検
以
外
の
捜
索
に
お
け
る
プ
レ
イ

ン
・
フ
ィ
!
ル
法
理
の
適
用
い
か
ん
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
{
一
二
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の

展
開
】
を
参
照
。

(
5
)
類
推
適
用
の
理
由
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
て
い
る
。

「
[
プ
レ
イ
ン
・
ピ
ュ

l
法
理
に
よ
れ
ば
、
]
禁
制
品
の
無
令
状
差

押
は
、
当
該
状
況
下
に
お
い
て
中
立
公
正
な
マ
ジ
ス
ト
レ
イ
ト
に

令
状
を
求
め
る
こ
と
が
実
行
困
難
で
あ
り
、
[
ま
た
、
こ
の
こ
と
を

要
求
し
て
も
]
修
正
四
条
の
目
的
の
促
進
に
ほ
と
ん
ど
寄
与
し
な

い
と
い
う
理
解
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
触
覚

に
よ
る
禁
制
品
の
発
見
に
も
言
え
よ
う
。
警
察
官
が
、
被
疑
者
の

着
衣
を
適
法
に
パ
ッ
ト
・
ダ
ウ
ン
し
、
そ
の
外
観
ま
た
は
大
き
さ

か
ら
、
そ
の
性
質
が
直
ち
に
明
ら
か
と
な
る
よ
う
な
対
象
物
を
感

知
し
た
場
合
に
は
、
武
器
の
た
め
の
捜
索
と
し
て
許
容
さ
れ
る
限

界
を
越
え
る
被
疑
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
す
る
侵
害
は
存
在
し

な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
対
象
物
が
禁
制
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ

の
無
令
状
差
押
は
、
プ
レ
イ
ン
・
ピ
ュ

1
法
理
に
内
在
す
る
の
と

同
様
の
実
務
的
考
慮
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
」
(
白
円
巴
ω
叶)。

(
6
)
巴円
r
司『印
D
P
H
H
ω

印
。
F

巳
N
H
ω
ω

・

(
7
)
E・

(
8
)
本
稿
【
一
は
じ
め
に
}
(
註
7
)
、
(
註
8
)
参
照
。

(
9
)
本
稿
【
一
は
じ
め
に
】
(
註
8
)
参
照
。

(叩
)
U
R
W
内「目。
P
H
H
ω

∞
(
U

円
巳
N
H
ω

寸

(
日
)
合
衆
国
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
禁
制
品
の
発
見
が
視
覚

に
よ
る
と
触
覚
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
、
そ
の
差
押
以
前
に
そ
れ
が

禁
制
口
叩
で
あ
る
と
信
ず
る
に
足
る
相
当
な
理
由
を
有
す
べ
き
と
す

る
修
正
四
条
の
要
請
が
、
過
度
に
恋
意
的
な
差
押
に
対
す
る
防
御

策
な
の
で
あ
る
」

(
E・
)
。
ま
た
、
国
内
P

U
『回目】宮
-
m右
足
目
巾
わ
D
Z
ユ

叶
立
自
国
司
C
E
ユ
『
〉
ヨ
巾
ロ
巴
富
市
日
d
H

耳
E
F
，司
Z
Z
司巾
mw-

、閉山凶円巾司
t
o
p
N
@

、叶周目〉円、寸寸(]{句。
ω)
・

(ロ
)
U
H
円}内角的
D
P
H
H
ω

∞
-n円
三
N
H
ω
斗

(
日
)
∞
巾
?
の
O
B
B
2
M
F
↓
『
弓
∞
ロ
刀
『
巾
同
国
内
わ

D=「門戸市白門出口聞の目的巾山
Y
H
(
)
斗

国
〉
刃
包
〈
「
周
一
何
〈

HAE--寸
N
(
]
石川
w
ω
)
・

(凶
)
U
H
n
r
m
『印。ロ
-
H
H
ω

∞
-n円
三
N
H
U
∞

(江川)叶，
F
m
∞E
H

)

『巾自
m
n
c
z
「門戸内
mw
己

5
閣
の
即
日
向
少
日
巴
官
同
・
P

ロD
門司

H
ω

巳

H
4
N
e
 

(日山)∞
2-
冊

四

-
-
C
E
g
ι
ω
g
Z凶
〈
・
』
。
E
E
M
Y

品。川町

C-
∞
品
叶
∞

(
呂
∞
印
)
・
こ
れ
は
、
マ
リ
フ
ァ
ナ
の
内
在
が
匂
い
か
ら
明
ら
か
な

容
器
に
対
す
る
無
令
状
捜
索
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
合

衆
国
最
高
裁
は
、
明
示
的
に
で
は
な
い
が
、
喫
覚
に
よ
っ
て
も
相
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研究ノート

当
な
理
由
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
詳
細
は
、

指
宿
信
「
ア
メ
リ
カ
捜
査
法
研
究

(
1
)
」
北
海
学
園
法
学
研
究
二

四
巻
一
号
(
一
九
八
八
年
)
六
二
|
七

O
頁
参
照
。

(
げ
)
∞

2
・
4
「

F
巾
∞
ロ
匂
『
巾
百
冊
。

o
z『ケ
FmMmw円
四
国
ロ
聞
の
白
出
巾
少
印
己
目
】
『
M
Y
E
C
Z
H
ω

同
件
同
叶
]

F

l

]

{

斗

N
目

(
日
)
合
衆
国
に
お
け
る
無
令
状
捜
索
差
押
権
限
の
濫
用
の
現
状
に
つ

い
て
は
、
島
伸
一
『
捜
索
・
差
押
の
理
論
』
(
一
九
九
四
年
)
一
九

七
頁
以
下
を
参
照
。

(
四
)
〉
コ
問
。
口
白
〈
・
国

-nr一
戸
品

mwcc-
∞目

ω
N
H
(
]石
∞
叶
)
・

(
初
)
∞
巾
P
U
H円』内内『帥
O
P
H
H
ω

∞
-
n
F

え
N
H
ω
∞・

(
幻
)
冨

(
辺
)
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
判
決
の
意
義
は
、
テ
リ

l
捜
検
の
限
界
を
極
め

て
厳
格
に
と
ら
え
直
し
た
点
に
も
求
め
ら
れ
る
。
ぽ
夕
、
H
，

Emp-

官
『
巾
同
国
巾
わ
。
ロ
『
寸
F
巾
即
【
出
口
聞
の
mw印
巾
凹
・
日
E
U
『
P

ロ
O
R
H
ω

白
押
同
叶
C
・

(
お
)
印
市
町
、

U
呂
宵
巾
門
田
口
口
噂
]
己

ω
∞
-
n
円
・
同
庁

N
H
ω
∞・

(
担
)
∞
内
内

E-
巳
N
H
ω
∞

N
H
ω
。・

(お
)ω
内

ク

叶

宮

官

官

g刊
の

o
z
ユ-FZ丘
ロ
聞
の

8
2・
2
胃

p
g
z
z

白
門
同
斗

ω
t
H
U
W
品
・

(

部

)

印

2
・
広
唱
曲
円

H
叶
印

プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ
1

ル
法
理
の
展
開

jヒ法46(4・238)972

(
1
)
 

1
.

デ
ィ
カ

l
ソ
ン
後
の
下
級
裁
判
例

ま
ず
、
デ
ィ
カ
!
ソ
ン
判
決
後
に
下
さ
れ
た
一
連
の
下
級
裁
判
例
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
実
と
判
旨
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

(2) 

ポ
ン
セ
事
件
。
酪
町
者
が
運
転
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
自
動
車
を
発
見

し
た
ヤ
ン
シ

l
捜
査
官
は
、
こ
れ
を
停
車
さ
せ
捜
査
に
着
手
し
た
。
運
転

者
は
ポ
ン
セ
で
あ
っ
た
。
武
器
の
所
持
が
疑
わ
れ
た
の
で
、
ヤ
ン
シ

1
は

ポ
ン
セ
の
上
半
身
、
腰
回
り
、
足
首
な
ど
に
つ
い
て
素
早
く
パ
ッ
ト
・
ダ

ウ
ン
を
行
っ
た
が
何
も
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
ヤ
ン
シ

l
は
、
そ
の
後
ポ

ン
セ
の
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
つ
い
て
さ
ら
に
捜
検
を
行
い
、
右
の
ワ
ッ

チ
・
ポ
ケ
ッ
ト
に
「
小
さ
な
ふ
く
ら
み
L

を
感
知
し
た
。
ヤ
ン
シ
!
は
、

こ
の
時
点
で
は
こ
の
ふ
く
ら
み
の
性
質
に
つ
い
て
断
定
し
か
ね
て
い
た
が
、

さ
ら
に
接
触
を
継
続
し
た
結
果
、
そ
の
感
触
か
ら
紙
幣
の
束
に
包
ま
れ
た

剃
万
の
刃
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
に
至
り
、
こ
れ
を
取
り
出
し
た
。
そ

れ
は
煙
草
の
巻
紙
に
包
ま
れ
た
少
量
の
ヘ
ロ
イ
ン
で
あ
っ
た
。

(
3
)
 

こ
の
行
為
は
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
差
押
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。

証
拠
上
、
対
象
物
の
帰
責
的
性
質
は
直
ち
に
明
ら
か
で
な
か
っ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ヒ
ュ

l
事
件
。
麻
薬
密
売
人
で
あ
る
ヒ
ュ

I
は
、
警
祭
の
情
報
提
供
者



か
ら
コ
カ
イ
ン
を
購
入
し
た
い
旨
の
申
し
出
を
受
け
自
動
車
で
自
宅
を
出

た
と
こ
ろ
を
、
張
り
込
ん
で
い
た
マ
ル
ン
キ
ス
ト
ら
二
名
の
捜
査
官
に
発

見
さ
れ
た
。
マ
ル
ン
キ
ス
ト
は
、
ヒ
ュ

l
に
対
し
て
テ
リ

l
捜
検
を
行
い
、

ズ
ボ
ン
の
左
前
ポ
ケ
ッ
ト
に
小
さ
な
ふ
く
ら
み
を
感
知
し
、
ク
ラ
ッ
ク
・

コ
カ
イ
ン
で
あ
る
と
即
座
に
判
断
し
て
取
り
出
し
た
。
こ
れ
は
、
九
個
に

分
包
さ
れ
た
合
計
二
・
五
グ
ラ
ム
の
ク
ラ
ッ
ク
・
コ
カ
イ
ン
で
あ
っ
た
。

合衆国における「プレイン・フィール法理」の成立と展開

こ
の
差
押
は
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
差
押
と
認
め
ら
れ
る
。
証
言
に
よ

れ
ば
、
マ
ル
ン
キ
ス
ト
は
、
ヒ
ュ

l
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
触
れ
た
と
き
に
、
直
(5) 

ち
に
「
そ
の
ふ
く
ら
み
を
ク
ラ
ッ
ク
・
コ
カ
イ
ン
に
違
い
な
い
と
考
え
た
」

と
い
う
。
「
彼
は
第
一
印
象
で
対
象
物
を
禁
制
品
と
判
断
し
た
の
で
あ
り
、

(6) 

対
象
物
に
対
す
る
さ
ら
な
る
接
触
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象

物
の
帰
責
的
性
質
は
直
ち
に
明
ら
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ギ
ブ
ソ
ン
藍
。
ア
ム
ト
ラ
ッ
ク
鉄
道
警
察
の
ク
ッ
ク
捜
査
官
は
、
乗

客
の
中
に
不
審
な
人
物
ギ
ブ
ソ
ン
を
発
見
し
、
麻
薬
運
搬
入
に
違
い
な
い

と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
テ
リ

1
捜
検
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
ギ
ブ
ソ
ン
の
ズ

(8) 

ボ
ン
の
左
ポ
ケ
ッ
ト
の
あ
た
り
に
、
「
平
ら
で
硬
い
物
体
を
感
知
し
た
」
。

そ
れ
は
、
「
通
常
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
お
く
よ
う
な
鍵
束
や
ア

(9) 

ド
レ
ス
帳
等
と
は
異
な
る
物
体
と
恩
わ
れ
た
」
の
で
、
ク
ッ
ク
は
ギ
ブ
ソ

ン
を
草
鞠
付
属
の
ト
イ
レ
へ
連
行
し
、
ト
イ
レ
内
で
ギ
ブ
ソ
ン
の
二
枚
の

ズ
ボ
ン
を
脱
が
せ
て
、
白
色
固
体
を
内
包
し
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
袋
を
発

見
し
た
。

ト
イ
レ
等
に
お
け
る
捜
索
は
、
適
式
な
逮
捕
に
起
因
す
る
場
合
を
の
ぞ

い
て
修
正
四
条
に
違
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ト
イ
レ
内
で
の
捜
索
に
着

手
す
る
以
前
に
相
当
な
理
由
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
手

の
触
覚
に
よ
っ
て
「
硬
く
、
平
ら
で
、
角
張
っ
た
」
物
体
を
感
知
し
た
と

い
う
だ
け
で
は
相
当
な
理
由
が
存
在
し
た
と
は
一
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
ク
ッ
ク
は
、
当
該
対
象
物
に
つ
い
て
、
通
常
ポ
ケ
ァ
ト
に
入
れ
て
持
ち

運
ぶ
よ
う
な
物
体
と
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

彼
自
身
が
パ
ッ
ト
・
ダ
ウ
ン
の
最
中
に
ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で
、
か
か
る

物
体
に
遭
遇
し
た
経
験
が
あ
る
か
に
つ
い
て
証
言
し
て
い
な
い
し
、
こ
の

種
の
物
体
が
犯
罪
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
経
験
に

(
叩
)

照
ら
し
た
言
及
を
し
て
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

シ
ア
ボ
恥
。
警
察
の
情
報
提
供
者
が
、
麻
薬
密
売
人
で
あ
る
ウ
イ
ン

タ
ー
に
接
触
し
、
紙
幣
番
号
を
控
え
た
現
金
で
相
当
量
の
コ
カ
イ
ン
を
購

入
し
た
。
捜
査
官
ら
は
ウ
イ
ン
タ
ー
を
追
跡
す
る
と
と
も
に
、
ウ
イ
ン
タ
ー

に
麻
薬
を
卸
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
シ
ア
ボ
の
行
動
に
も
注
目
し
た
。
数

時
間
後
、
ウ
イ
ン
タ
ー
が
シ
ア
ボ
と
接
触
を
持
っ
た
た
め
、
州
警
察
の
ダ

フ
ィ
捜
査
官
は
シ
ア
ボ
の
自
動
車
を
追
跡
し
停
車
さ
せ
、
テ
リ

1
捜
検
を

行
っ
た
。
捜
検
の
過
程
で
シ
ア
ボ
の
上
着
の
左
胸
部
分
に
大
き
な
ふ
く
ら

み
が
感
知
さ
れ
た
が
、
ダ
フ
ィ
は
、
こ
の
時
点
で
は
、
そ
の
性
質
に
つ
い
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て
判
断
で
き
な
か
っ
た
。
捜
検
終
了
後
、
シ
ア
ボ
が
上
着
の
前
を
は
だ
け

た
と
こ
ろ
、
内
ポ
ケ
ッ
ト
に
茶
色
の
袋
が
見
え
た
。
袋
の
中
身
に
つ
い
て

シ
ア
ボ
に
質
問
す
る
と
現
金
だ
と
い
う
の
で
、
取
り
出
し
て
中
を
調
べ
る

と
、
数
時
間
前
に
情
報
提
供
者
が
ウ
イ
ン
タ
ー
に
支
払
っ
た
紙
幣
の
束
が

出
て
き
た
。

ダ
フ
ィ
は
聴
問
で
の
証
言
に
お
い
て
、
捜
検
終
了
時
点
で
は
ふ
く
ら
み

の
内
容
物
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
判
断
で
き
ず
、
袋
を
取
り
出
し
て

中
身
を
確
か
め
て
初
め
て
、
そ
れ
が
差
押
対
象
物
た
り
う
る
こ
と
を
認
識

(ロ)
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
象
物
の
帰
責
的
性
質
は
直
ち
に

明
ら
か
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
は
適
用
さ

れ
な
い
。

(
日
)

ク
ラ
フ
ト
事
{
。
ク
ラ
フ
ト
は
空
港
を
出
た
と
こ
ろ
で
警
察
官
に
パ
ッ

ト
・
ダ
ウ
ン
に
応
ず
る
よ
う
求
め
ら
れ
、
こ
れ
を
承
諾
し
た
。
パ
ッ
ト
・

ダ
ウ
ン
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
警
察
官
は
ク
ラ
フ
ト
の
足
首
の
あ
た
り
に
ふ

く
ら
み
を
感
知
し
、
聞
座
に
こ
れ
を
麻
薬
と
確
信
し
て
ク
ラ
フ
ト
の
ズ
ボ

ン
の
裾
を
め
く
っ
た
。
ク
ラ
フ
ト
の
足
首
に
は
、
テ
ー
プ
で
容
器
が
く
く

り
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
中
に
は
コ
カ
イ
ン
と
ヘ
ロ
イ
ン
が
入
っ
て
い
た
。

第
一
に
、
デ
イ
カ

l
ソ
ン
判
決
が
、
「
何
ら
か
の
適
法
な
捜
索
の
聞
に

(M) 

手
の
触
覚
に
よ
っ
て
禁
制
口
聞
を
発
見
し
た
場
合
」
に
、
プ
レ
イ
ン
・
ビ
ュ

l

法
理
の
類
推
適
用
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
以
上
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l

テ
リ

l
捜
検
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
「
承
諾
に
基
づ
く
パ
ツ

(
日
)

ト
・
ダ
ウ
ン
に
対
し
て
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
」
。
第
二
に
、
本
件
の
無

令
状
差
押
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
差
押
と
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
差
押
を
行
っ
た
警
察
官
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
「
空
港
の
麻
薬
捜
査
官

と
し
て
の
七
年
間
の
勤
務
経
験
か
ら
:
¥
[
ク
ラ
フ
ト
の
]
足
首
の
ふ
く

ら
み
に
触
れ
た
と
き
に
、
こ
の
ふ
く
ら
み
が
規
制
対
象
物
を
入
れ
た
容
器

(必

で
あ
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
直
ち
に
明
ら
カ
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
刀
)

ア
シ
ュ
レ
イ
事
件
。
警
察
官
へ
ア
ス
ト
ン
は
、
薬
物
所
持
の
疑
い
を
抱

い
た
た
め
、
ア
シ
ュ
レ
イ
に
対
し
て
身
体
捜
検
を
行
い
た
い
旨
を
告
げ
承

諾
を
得
た
。
こ
の
パ
ッ
ト
・
ダ
ウ
ン
の
過
程
で
、
ア
シ
ユ
レ
イ
の
鼠
践
部

の
あ
た
り
に
硬
い
物
体
が
感
知
さ
れ
た
。
ヘ
ア
ス
ト
ン
は
、
自
身
の
経
験

に
照
ら
し
て
、
こ
の
対
象
物
が
麻
薬
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え

た
た
め
、
ア
シ
ユ
レ
イ
の
ズ
ボ
ン
を
脱
が
せ
、
下
着
か
ら
突
き
出
し
て
い

る
茶
色
の
紙
袋
を
発
見
し
取
り
出
し
た
。
中
に
は
ク
ラ
ッ
ク
・
コ
カ
イ
ン

の
入
っ
た
プ
ラ
ス
チ

y
ク
製
袋
が
入
っ
て
い
た
。

こ
の
、
ズ
ボ
ン
を
脱
が
せ
た
上
で
の
ク
ラ
ッ
ク
・
コ
カ
イ
ン
の
発
見
は
、

先
行
す
る
承
諾
捜
索
と
は
別
個
の
無
令
状
捜
索
を
構
成
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
ズ
ボ
ン
を
脱
が
せ
る
以
前
に
相
当
な
理
由
が
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
相
当
な
理
由
は
存
在
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
証
言
に

ヘ
ア
ス
ト
ン
は
、
「
薬
物
犯
罪
捜
査
の
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
り
、
麻
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ル
法
理
は
、

よ
れ
ば
、



(
児
)

薬
の
隠
匿
お
よ
び
運
搬
方
法
に
精
通
し
て
い
た
た
め
に
」
、
最
初
の
パ
ッ

ト
・
ダ
ウ
ン
で
対
象
物
に
「
そ
っ
と
触
れ
、
軽
く
叩
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
ク
ラ
ッ
ク
・
コ
カ
イ
ン
と
直
ち
に
判
断
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

討

合衆国における「プレイン・フィ ル法理」の成立と展開

2
・
検

以
上
、
デ
ィ
カ

i
ソ
ン
判
決
以
後
に
下
さ
れ
た
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l

ル
法
理
に
関
す
る
下
級
裁
判
例
を
概
観
し
て
き
た
。
こ
の
結
果
、
ま
ず
注

目
さ
れ
る
の
は
、
ク
ラ
フ
ト
事
件
お
よ
び
ア
シ
ュ
レ
イ
事
件
に
お
い
て
、

テ
リ

l
捜
検
以
外
の
場
面
で
も
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ
|
ル
法
理
の
適
用
が
認

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
麻
薬
所
持
の
疑
わ
れ
る
者
に
対

す
る
承
諾
捜
索
の
事
案
で
あ
る
が
、
ク
ラ
フ
ト
事
件
の
裁
判
所
は
、
「
デ

イ
カ

l
ソ
ン
判
決
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
た
、
令
状
主
義
に
対
す
る
プ
レ
イ

ン
・
フ
ィ

1
ル
例
外
は
、
承
諾
に
基
づ
く
パ
ッ
ト
・
ダ
ウ
ン
に
対
し
て
も

(
凶
)

同
様
に
適
用
さ
れ
る
と
思
料
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
プ

(
初
)

レ
イ
ン
・
フ
ィ

1
ル
法
理
の
適
用
場
面
は
広
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
適
用
に
際
し

て
懸
案
と
な
っ
て
い
た
、
差
押
対
象
物
の
帰
責
的
性
質
が
直
ち
に
明
ら
か

で
あ
っ
た
か
否
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
お
お
む
ね
厳
し
い
態
度
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

例
え
ば
、
ヒ
ュ

1
事
件
に
お
い
て
は
、
テ
リ

l
捜
検
中
に
感
知
・
発
見

さ
れ
た
ク
ラ
ッ
ク
・
コ
カ
イ
ン
の
差
押
が
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

1
ル
差
押

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
警
察
官
は
、
「
第
一
印
象
で

対
象
物
を
禁
制
品
と
認
識
し
て
お
り
、
当
該
対
象
物
に
対
す
る
さ
ら
な
る

(
幻
)

接
触
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
対
象
物
に
最
初

に
触
れ
た
時
点
で
、
そ
の
帰
責
的
性
質
は
警
察
官
に
と
っ
て
直
ち
に
明
ら

か
で
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
ポ
ン
セ
事
件
で
は
、

テ
リ

l
捜
検
中
に
感
知
さ
れ
、
結
果
的
に
ヘ
ロ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
対
象
物
の
差
押
に
つ
い
て
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
は
適
用
さ

れ
ず
違
憲
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ア
ボ
事
件
で
も
、
差
し
押
さ
え
ら

れ
た
相
当
額
の
紙
幣
が
証
拠
排
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
ポ
ン
セ

事
件
の
警
察
官
は
、
対
象
物
に
最
初
に
触
れ
た
時
点
で
は
、
「
小
さ
な
ふ

く
ら
み
」
と
認
識
し
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
シ
ア
ボ
事
件
で
も
、
警
察
官

は
対
象
物
へ
の
最
初
の
接
触
時
に
は
「
ふ
く
ら
み
」
と
認
識
し
て
い
た
に

過
ぎ
ず
、
「
[
対
象
物
で
あ
る
]
袋
を
取
り
出
し
、
そ
の
内
容
物
を
確
か
め

(n) 

た
後
に
初
め
て
、
そ
の
ふ
く
ら
み
が
何
で
あ
る
か
を
判
断
で
き
た
」
か
ら

で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
対
象
物
の
帰
責
的
性
質
は
、
直
ち
に
明
ら

か
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

直
ち
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
か
否
か
の
判
定
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
え
も
っ

て
権
限
付
与
さ
れ
て
い
る
捜
索
行
為
の
限
界
点
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
と

こ
ろ
、
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
判
決
は
、
武
器
の
不
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
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き
に
は
テ
リ

l
捜
検
は
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

リ
l
捜
検
の
許
容
範
囲
を
厳
し
く
再
確
認
し
た
上
で
、
「
武
器
の
不
存
在

が
明
ら
か
な
ポ
ケ
ッ
ト
の
内
容
物
に
触
れ
、
動
か
し
、
ま
さ
ぐ
っ
た
」
警

察
官
の
行
為
を
厳
し
く
弾
劾
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
右
に
挙
げ
た

三
事
例
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
か
否
か
の
判
断
に
あ
た

っ
て
、
「
最
初
の
接
触
」
あ
る
い
は
「
第
一
印
象
」
で
明
ら
か
で
あ
っ
た

か
否
か
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
、

裁
判
所
は
、
最
初
の
接
触
を
テ
リ

l
捜
検
終
了
の
基
準
時
と
規
定
し
た
上

で
、
禁
制
品
の
感
知
・
発
見
は
基
準
時
よ
り
以
前
か
以
後
か
と
い
う
判
断

を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
ち
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
か
否
か
の
判
断
に

際
し
て
、
下
級
裁
判
所
が
示
し
た
か
か
る
態
度
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l

(
幻
)

ル
法
理
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
極
め
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
判
決
の
姿
勢
を
、
良
く
反
映
し
て
い
る
も
の
と
評
価
で

つ
ま
り
テ

き
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
「
直
ち
に
明
ら
か
」
と
は
、
常
に
、
「
最
初
の
接
触
で
直
ち

に
明
ら
か
」
ほ
ど
の
厳
密
さ
を
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
対

象
物
の
形
状
等
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
な
る
接
触
が
許
さ
れ
る
場
合
も
あ
り

う
る
だ
ろ
う
し
、
テ
リ

l
捜
検
以
外
の
捜
索
に
お
い
て
は
、
そ
の
限
界
が

異
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、

麻
薬
所
持
が
疑
わ
れ
る
者
に
対
す
る
承
諾
捜
検
に
お
け
る
プ
レ
イ
ン
・
フ

ィ
l
ル
法
理
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
ア
シ
ュ
レ
イ
事
件
で
は
、
警
察
官

が
ア
シ
ュ
レ
イ
の
鼠
践
部
の
あ
た
り
に
硬
い
物
体
を
感
知
し
、
さ
ら
に
「
そ

っ
と
触
れ
、
軽
く
叩
く
」
な
ど
し
て
感
触
を
確
か
め
た
後
に
、
こ
れ
を
ク

ラ
ッ
ク
・
コ
カ
イ
ン
と
判
断
し
た
こ
と
に
つ
き
、
対
象
物
の
帰
責
的
性
質

(
包
)

は
直
ち
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
テ
リ

l
捜
検
に
お
け

る
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

i
ル
法
理
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
ヒ
ュ

l
事
件
、

ポ
ン
セ
事
件
お
よ
び
シ
ア
ボ
事
件
と
比
較
す
る
と
、
直
ち
に
明
ら
か
で
あ

っ
た
か
否
か
の
認
定
は
緩
や
か
で
あ
る
。
捜
索
の
目
的
が
異
な
れ
ば
、
そ

の
適
法
範
囲
も
変
化
す
る
こ
と
を
示
す
一
例
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
、
相
当
な
理
由
が
備
わ
っ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
基
準
に
つ
い

て
見
て
お
こ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
た
と
え
ば
ギ
ブ
ソ
ン
事
件
で
は
、
警

察
官
は
「
パ
ヅ
ト
・
ダ
ウ
ン
の
最
中
に
ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で
、
か
か
る

物
体
に
遭
遇
し
た
経
験
が
あ
る
か
に
つ
い
て
証
言
し
て
い
な
い
し
、
こ
の

種
の
物
体
が
犯
罪
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、

(
お
)

経
験
に
照
ら
し
た
言
及
を
し
て
い
な
い
」
と
し
て
、
相
当
な
理
由
は
存
在

し
な
か
っ
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
ア
シ
ュ
レ
イ
事
件
の
裁
判
所

は
、
警
察
官
が
そ
れ
ま
で
に
十
数
回
も
同
様
の
状
況
下
で
麻
薬
を
発
見
し

た
経
験
が
あ
る
旨
の
証
言
を
し
て
い
る
と
し
て
、
ギ
プ
ソ
ン
事
件
と
の
相

(
お
)

違
を
指
摘
し
つ
つ
、
相
当
な
理
由
は
存
在
し
て
い
た
と
認
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
様
に
ク
ラ
フ
ト
事
件
で
も
、
差
押
を
行
っ
た
警
察
官
の
七
年
間
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(
幻
)

に
お
よ
ぶ
勤
務
経
験
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
相
当
な
理

由
の
有
無
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
差
押
を
行
っ
た
警
察
官
の
「
経
験
に

基
づ
く
証
言
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

【設】
(
1
)
本
稿
に
お
い
て
は
、
合
衆
国
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
例
の
う
ち
、

引
用
可
能
な
も
の
を
検
討
の
対
象
と
し
た
。

(
2
)
C
E
Z
己
的
g
丹
市
国
〈
旬
。
ロ
向
日
夕
∞
勾
ω
円
四
ゆ
∞
m
E
(
の
〉
m
H
也
市
山
ω
)
・

(
3
)
た
だ
し
、
最
終
的
に
は
承
諾
に
基
づ
く
捜
索
お
よ
び
差
押
と
し

て
適
法
と
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
C
E
広
島
ω
g
門
司
凶
4
・
出
居
間
F
m
M
・
岡
市
町
司
・
ω
己
斗
ゆ
∞
(
(
い
〉
∞
回
一
出
品
)
・

(
5
)
E
-
a
∞。
N
・

(
6
)
E
-

(
7
)
C
E
広
島
ω
g
同
何
回
〈
・
の
-σ
印D
ロ
-
H
C
司
・
ω
巳

H
A
E
m
w
(
わ
〉
り
の
]
早
川
W
A
H
)
・

(
8
)
E
-
民
同
仏
印
。
・

(
9
)
E
-

(叩

)
5・R
H
K
M
印
戸

(
日
)
C
三
宮
島
ω
g
同
町
凹
〈
・
ω
円
四
回
目
印
〈
0
・
N
山
田
匂
ω
ι
。
(
(
U
〉
H
H
m
w
匂
品
)

(は
)
C
E
丹
市
島
∞
丹
白
丹
市
凹
〈
・
者
百
丹
市
『
・
∞
N

合
同
吋
印

E
3
2
白押

ω寸
(

ロ

玄
曲
目
印
・
同
市
w
m
E
)

(
日
)
C
ロ
z
a
m
g
丹
市
凹
〈
門
U
E
P
ω
。
明
，
・
ω
門
-
H
O
K
E
(
わ
〉
∞
邑
宮
)
・

(
凶
)
冨
吉
田
市
国
O
S
E
n
-
内
巾
『
的
。
ロ
-
H
H
ω
∞
Q
N
H
ω
0
・
N
H
ω
斗

合衆国における「プレイン・フィール法理Jの成立と展開

〈

(
]
F

ゆ匂
ω)

(
日
)
【
U
『
出
向
?
ω
。
匂
ω
色
白
円
H
C
品
目
・

(
叩
山

)
E
-

(口
)
C
E
Z
ι
ω
S
丹
市
印
〈
・
〉
∞
E
m
u
コ
ω
叶
司
・
ω
門
目
。
叶
∞
(
(
U
〉
り
の
]
F
m
w
匂
品
)
・

(
四
)
へ
ア
ス
ト
ン
は
、
本
件
以
前
に
も
十
数
回
、
鼠
際
部
に
麻
薬
が

隠
匿
さ
れ
て
い
た
事
例
を
経
験
し
て
い
た
と
い
う
。
戸
白
件
。
∞
同

(
四
)
(
U
『
町
民
F
ω
。
司
・
ω
門
目
白
門
H
O
品
印
'

(
却
)
も
っ
と
も
、
デ
ィ
カ

1
ソ
ン
判
決
で
も
、
「
何
ら
か
の
適
法
な
捜

索
の
問
に
手
の
触
覚
を
通
じ
て
禁
制
品
を
発
見
し
た
場
合
」
と
い

う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
テ
リ

l
捜
検
以
外
の
捜
索
中
に
お

け
る
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
差
押
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
こ

と
は
す
で
に
述
べ
た
。
本
稿
【
二
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

1
ル
法
理

の
成
立
}
(
註
4
)
参
照
。

(
幻
)
出
ロ
岡
F
2
・
戸
市
町
司
・

ω
色
白
円
∞
O
N
・

(
幻
)
ω
n
E
2
0
・
N
m
w
司
宮
田
門
∞
・

(
お
)
印
巾
?
の
C

冒
呂
町
周
囲
?
4
F
m
∞
ロ
円
】
『
2
H
岡
市
の
0
5
・
円
「
巾
出
品
目
ロ
聞
の
即
日
2
・
H
O
斗

国
〉
河
〈
・
円
、
，
月
開
〈
・
?
?
?
H
叶
ム
(
]
{
山
w
m
w
ω
)
・

(
M
)
〉
印
富
市
〕
〉
ω
斗
司
・
ω
ι
白
円
。
∞
]
戸
田

(
お
)
の
F
U
∞
o
p
H
m
w
司
・
ω
ι
M
W
門
戸
品
印
同

(
部
)
〉
印
}
ニ
巾
】
〉
ω
斗
司
'
ω
ι
M
Z
A
山
∞
同
・

(
幻
)
【
U
E
P
ω
。
勺
ω
己
主
H
O
品
印
・
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四

お
わ
り
に

デ
ィ
カ

l
ソ
ン
の
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
は
、
従
来
の
無
令
状
差

押
に
つ
い
て
の
先
例
の
流
れ
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
ほ
ん
の
わ

ず
か
に
前
進
さ
せ
る
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
理
論
上
は
、

反
対
論
が
危
倶
し
て
い
た
よ
う
な
無
令
状
捜
索
権
限
の
不
用
意
な
拡
張
な

い
し
新
設
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

実
務
上
は
、
こ
の
法
理
は
、
手
の
触
覚
に
固
有
の
性
質
ゆ
え
に
、
本
来
は

不
適
法
な
無
令
状
捜
索
の
正
当
化
を
は
か
る
た
め
の
道
具
、
と
し
て
濫
用
さ

れ
る
危
険
性
を
伴
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。

合
衆
国
最
高
裁
は
、
手
の
触
覚
に
基
づ
く
相
当
な
理
由
の
獲
得
が
武
器

の
不
所
持
の
判
明
後
に
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
事
件
へ

の
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
適
用
を
否
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
判
示

す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
裁
判
所
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
に
内
在

す
る
危
険
性
に
対
す
る
懸
念
を
表
明
し
、
同
法
理
の
適
用
に
あ
た
っ
て
以

後
と
ら
れ
る
べ
き
慎
重
な
態
度
を
下
級
裁
判
所
に
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ

る。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
合
衆
国
最
高
裁
の
意
図
は
、
お
お
む
ね
正

し
く
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
相
当
な
理
由
の
獲
得
さ
れ
た

時
期
の
認
定
に
あ
た
っ
て
、
下
級
裁
判
所
が
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
下
級

裁
判
例
の
中
に
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し

て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
デ
ィ
カ

l
ソ
ン
判
決
に
お
い
て
、
す
で
に
予

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
は
い
え
、
こ
の
点
は
若
干
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
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あ
る
。プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
は
歩
き
始
め
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
行

方
は
い
ま
だ
定
ま
っ
て
は
い
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
プ
レ
イ
ン
・
フ

ィ
l
ル
法
理
の
内
容
に
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
現
時
点
で
の
同
法
理

の
展
開
の
状
況
に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
試
み
た
が
、
こ
れ
は
も
と
よ

り
十
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ

l
ル
法
理
の
真
の
姿

が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
に
は
、
さ
ら
に
判
例
の
蓄
積
を
待
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
も
、
下
級
裁
判
例
の
動
向
を
注
意
深
く
見

守
っ
て
行
く
必
要
が
あ
る
。


